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税務訴訟資料 第２５９号－１８６（順号１１２９９） 

最高裁判所（第一小法廷） 平成●●年（○○）第●●号 法人税更正処分取消等請求上告受理申立

て事件 

国側当事者・麹町税務署長 

平成２１年１０月２２日受理 

 （第一審・東京地方裁判所 平成●●年（○○）第●●号、平成１９年３月２９日判決、本資料２５

７号－６６・順号１０６７５） 

 （控訴審・東京高等裁判所 平成●●年（○○）第●●号、平成１９年１１月１日判決、本資料２５

７号－２０７・順号１０８１６） 

 

決 定 

申 立 人       Ａ株式会社 

同代表者代表取締役  甲 

同訴訟代理人弁護士  鳥飼 重和 

           稲葉 威雄 

           佐藤 香織 

           堤 博之 

上記補佐人税理士   佐野 幸雄 

           窪澤 朋子 

相 手 方       麹町税務署長 小野 好信 

同指定代理人     三上 寛治 

 上記当事者間の東京高等裁判所平成●●年（○○）第●●号法人税更正処分取消等請求事件につい

て、同裁判所が平成１９年１１月１日に言い渡した判決に対し、申立人から上告受理の申立てがあっ

た。申立ての理由によれば、本件は、民訴法３１８条１項の事件に当たるが、申立ての理由中、第５

を除く部分は、重要でないと認められる。 

 よって、当裁判所は、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。 

 

主 文 

 本件を上告審として受理する。 

 申立ての理由中、第５を除く部分を排除する。 

 

平成２１年１０月２２日 

最高裁判所第一小法廷 

裁判長裁判官 金築 誠志 

   裁判官 甲斐中 辰夫 

   裁判官 涌井 紀夫 

   裁判官 宮川 光治 

   裁判官 櫻井 龍子 


